
上越市食育推進キャラクターデザイン使用取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別図に定める上越市食育推進キャラクター「もぐもぐジョッピー」の

基本デザイン及び市長が別に定めるその展開デザイン（以下「キャラクター」という。）

の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （キャラクターの使用等） 

第２条 キャラクターは、誰でも自由に使用することができる。ただし、広告等への掲載そ

の他の営利を目的としてキャラクターを使用するときは、あらかじめ市長の承認を得なけ

ればならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、キャラクターを使用

することができない。 

⑴ 法令又は公序良俗に反すると認められるとき。 

⑵ 特定の政治、思想又は宗教の活動に使用すると認められるとき。 

⑶ 市の品位を傷つけ、又は食育の正しい理解の妨げになるおそれがあると認められると

き。 

⑷ 自己の商標、意匠等として独占的に使用すると認められるとき。 

⑸ キャラクターを商品化し、又は商品にキャラクターを使用すると認められるとき。 

 ⑹ その他市長がキャラクターの使用を不適当と認めるとき。 

（キャラクターを使用する場合の遵守事項）  

第３条 キャラクターを使用する人及び団体は、キャラクターの使用に際し、次に掲げる事

項を遵守しなければならない。 

⑴ 印刷物等に使用する場合は、「上越市食育推進キャラクターもぐもぐジョッピー」の

表記を付すこと。 

⑵ キャラクターの形状は、基本デザイン及び展開デザインを用い、改変しないこと。 

 ⑶ キャラクターの色彩は、基本デザイン及び展開デザインに定める色彩又は単色を用い

ること。 

（使用申請等） 

第４条 第２条第１項ただし書の規定によりキャラクターの使用の承認を得ようとする人及

び団体は、上越市食育推進キャラクター使用承認申請書（第１号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、第２条第２項各号のいずれかに該当する

場合を除き、キャラクターの使用を承認するものとする。 



３ 市長は、キャラクターの使用の可否を決定したときは、上越市食育推進キャラクター使 
  承認 
用  通知書（第２号様式）により通知するものとする。 
 却下 

４ 市長は、キャラクターの使用を承認する場合において、必要があると認めるときは、こ

れに必要な条件を付することができる。 

 （キャラクターの営利目的の使用に係る遵守事項） 

第５条 前条第３項の規定によりキャラクターの使用の承認を得た人及び団体（以下「商用

使用者」という。）は、キャラクターの使用に際し、第３条各号に掲げるもののほか、次

に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 承認を得た内容及び前条第４項の規定により市長がキャラクターの使用を承認する場

合に付する条件の範囲内で使用すること。 

⑵ キャラクターを使用した広告等の完成後、速やかに、当該広告等を市長に提出するこ

と。ただし、広告等の提出が困難と認められる場合は、当該広告等の写真の提出をもっ

て代えることができる。 

（使用料）  

第６条 キャラクターの使用は、無料とする。 

 （違反者に対する措置） 

第７条 市長は、キャラクターの使用が第２条第２項各号のいずれかに該当し、第３条各号

に掲げる事項（商用使用者にあっては、第５条各号に掲げる事項を含む。）を遵守せず、

又はこの要綱の規定に違反する場合は、直ちにキャラクターの使用の中止、第４条第３項

の規定による承認の取消しその他必要な措置を行うものとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

この要綱は、平成２３年１月４日から実施する。



第１号様式（第４条関係） 

上越市食育推進キャラクターデザイン使用承認申請書 

 

  年  月  日 

（あて先）上越市長 

住 所 （ 所 在 地 ）          

団 体 名          

氏名（代表者氏名） 

電 話 番 号          

 

 次のとおり上越市食育推進キャラクターデザインの使用の承認を申請します。 

使用対象物件  

使 用 目 的  

使 用 方 法  

使 用 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

使 用 数 量  

連 絡 先 

住 所：〒   － 
 
ＴＥＬ： 
ＦＡＸ： 
E-mail： 
担当者：（所属）            （氏名） 



第２号様式（第４条関係） 

承認 
上越市食育推進キャラクターデザイン使用  通知書 

却下 

 

第       号 

年   月   日 

          様 

上越市長        □印  

 

   年  月  日付けで申請のあった上越市食育推進キャラクターデザインの使用 
と お り 承 認 

について、次の          したので通知します。 
理由により申請を却下 

 

承認 

使用対象物件  

使 用 目 的  

使 用 方 法  

使 用 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

使 用 数 量  

条 件  

却下 理 由  



別図（第１条関係） 

 

 

 

上越市食育推進キャラクターもぐもぐジョッピー 

 


